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政策会議付議事案書（令和６年１１月７日） 

提案課名 地域共生推進課 

報告者名 和田 安弘 

事案名  秦野市小災害見舞金等支給要綱の一部を改正することについて 

    有 

資料 

    無 

目
的

・
必
要
性 

秦野市小災害見舞金等支給要綱に基づく見舞金等は、災害による被害者をなぐさめ

いたわり激励し又は弔慰することを目的に、主に火災や災害救助法の適用を受けない

災害を対象として支給しています。ただし、災害救助法の適用を受けた令和元年台風

第１９号においては、市として見舞金等の支給はしないものの国及び県の役割分担の

もと神奈川県被災者生活再建支援金の交付対象とされました。 

今年度、本市は令和６年台風第１０号により災害救助法の適用を受けましたが、令

和元年台風第１９号の時と同じような被害状況でありながら、県内市町村に被災者生

活再建支援法の適用がなく、国及び県による支援金等の交付がない状況です。 

このように災害救助法の適用を受ける大規模災害であっても、生活再建等の一助に

することができる現金給付による支援がない場合があり、市として見舞金を支給する

ことで被害者の激励等につなげる制度も必要であると考えます。 

そのため、災害救助法の適用の有無ではなく、他の法令等による現金給付での支援

がない場合にも適用範囲を拡大するため、要綱の一部を改正するものです。 

経
過

・
検
討
結
果 

平成元年６月  「秦野市小災害見舞金等支給要綱」の施行 

令和４年４月  「秦野市小災害見舞金等支給要綱」の一部改正 

        ⇒ 「秦野市犯罪被害者等支援条例」による支援との重複を避ける

ため、災害に対する規定を改正 

令和６年８月  令和６年台風第１０号に伴う災害に係る災害救助法が本市に適用 

  〃  10月  令和６年台風第１０号については県内市町村に被災者生活再建支援

法の適用がないことを神奈川県に確認 

決
定
等
を
要
す
る
事
項 

１ 秦野市小災害見舞金等支給要綱の一部を改正し、対象とする災害を次のとおり定

めること。 

(1) 暴風、豪雨、豪雪、洪水、地震その他の異常な自然現象により被害が生じたも

の。 

(2) 火災若しくは爆発その他これに準ずる原因により被害が生じたもの又はその他

市長が見舞金等の支給を相当と認めるもの。 

２ 他の法令等による支援金等の支給を受けるときは、見舞金を支給しないこと。 

３ 補正予算に係る議決の日から施行し、令和６年４月１日以後に発生した災害に適

用すること。 

 議題１ 
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今
後
の
取
扱
い 

令和６年11月    秦野市議会第４回定例月会議に補正予算の議案を提出 

    要綱の改正 

  〃  12月以降  災害見舞金の支給 
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秦野市小災害見舞金等支給要綱の一部を改正することについて 

令和６年１１月７日  

福祉部地域共生推進課  

１ 小災害見舞金等の概要 

 (1) 目的 

災害による被害者をなぐさめいたわり激励し、又は弔慰するため、見舞

金等を交付する。 

※ 秦野市小災害見舞金等交付要綱（平成元年６月 23 日告示第 29 号） 

(2) 対象となる災害 

ア 災害救助法の適用を受けない自然災害、火事等による被害 

※ 災害救助法の適用を受けるような大規模災害により被災した場合は、

国・県の役割分担のもとで支援が受けられることを前提 

イ その他市長が見舞金等の支給を相当と認めるもの 

※ 犯罪被害者等支援条例による遺族支援金との重複を避けるため、令和

４年４月１日に一部改正 

 (3) 対象となる住家等の被害（り災証明等の内容による） 

  ア 全壊・全焼 

  イ 半壊・半焼 

  ウ 床上浸水 

(4) 支給の制限 

  ア 被災者の故意又は重過失によるとき 

イ 秦野市災害弔慰金の支給等に関する条例により見舞金等が支給される

とき 

ウ その他市長が不適当と認めるとき 

 

２ 要綱改正の概要 

 (1) 対象とする災害 

ア 暴風、豪雨、豪雪、洪水、地震その他の異常な自然現象により被害が

生じたもの。 

イ 火事若しくは爆発その他これに準ずる原因により被害が生じたもの又

はその他市長が見舞金等の支給を相当と認めるもの。 

 (2) 支給の制限の追加 

他の法令等による支援金等の支給を受けるとき。 

資料１ 

3



- 2 - 

 

 (3) 施行期日 

補正予算に係る議決の日から施行し、令和６年４月１日以後に発生した

災害に適用する。 

 

３ 見舞金の対象となる被害状況（過去の災害との比較） 

令和６年１１月２日現在 

 令和６年 
台風第 10 号 

令和２年大雨 
令和元年 
台風第 19 号 

災害救助法の適用 あり なし あり 

人的被害 0   0   0   

全壊 0   0   0   

半壊 9   0   1   

一部損壊（床上浸水等含む。） 14   3   18   

 

４ 見舞金等の対応状況（過去の災害との比較） 

 令和６年 
台風第 10 号 

令和２年大雨 
令和元年 
台風第 19 号 

災害見舞金 × 
〇 

3 件 30,000 円 
× 

県被災者生活再建支援金 × × 防災課対応 

災害義援金配分（※） × × 
〇 

19 件 842,582 円 

  ※ 令和６年台風第 10 号及び令和２年大雨では、神奈川県・日赤・共同募

金会による義援金は未設立 
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令和６年１１月７日　地域共生推進課作成

住家等所有者
単身 ３万円以内
2～5人 ５万円以内
6人以上 ７万円以内
単身 ２万円以内
2～5人 ３万円以内
6人以上 ５万円以内

床上浸水

重症

生計維持者
その他の者

１人につき 生計維持者
その他の者

建築指導課

防災課
学校教育課

※
※

学用品の給与

住宅の応急修理

国民健康保険税の減免、国民健康保険一部負担金の減免、国民年金保険料の免除、
後期高齢者医療保険料の減免、後期高齢者医療保険料の執行猶予

資産税課
高齢介護課
国保年金課

介護保険料の徴収猶予・減免、居宅介護サービス等の額の特例

「秦野市災害弔慰金の支給等に関する条例」及び「秦野市小災害見舞金等支給要綱」の適用範囲

被災世帯数100以上

法適用（現物給付による支援）災害救助法

被災世帯数１以上

は、秦野市災害弔慰金の支給等に関する条例による支援

災害の程度

条例適用

被災世帯数５以上滅失

法非適用

その他の支援

特定教育・保育及び特定地域型保育の利用者負担額の減免、秦野市立認定こども園給食費の減免

生活等支援

減額・免除等

貸付金

災害援護資金
　・貸付限度額（被害状況に応じる）
　　　　　１５０万円～３５０万円
　　　　　所得制限あり

弔慰金

障害物の撤去

弔慰金等条例

見舞金等要綱 要綱適用（条例適用部分を除く） 要綱非適用

見舞金
一律１万円

住家が５以上滅失等 又は 災害救助法適用 　　　　　　　　　　　　　
重度障害（両目失明、要常時介護、両上肢ひじ関節以上切断等）

住家使用者

全壊・全焼 ２万円以内

半壊・半焼 １万円以内

条例非適用

秦野市小災害借入金利子補助要綱（平成６年４月１日）
　・利子総額の１/２

２５０万円
１２５万円

５００万円
２５０万円

交通住宅課 市営住宅の一時提供

市民税課 市民税の減免、軽自動車税の減免

営業課
環境資源対策課
防災課

上下水道料金の減免
り災ごみの処理手数料の免除
土砂・倒木の撤去

保育こども園課

固定資産税の減免

は、秦野市小災害見舞金等支給要綱による支援

住家等

障害

死亡

１人につき３万円以内

１人につき１０万円以内

店舗等使用者

３万円以内

２万円以内

住家が５以上滅失等 又は 災害救助法適用 　　　　　　　　　　　　　

被災者生活再建支援金
　・被災者生活再建支援法（H10)による支援（現金給付）
　　　（災害救助法適用基準のうち第１号又は第２号）
　・神奈川県による代替制度
　　　県内で被災者生活再建支援法が適用された場合、
　　法が適用されない地域においても、同等の支援が
　　受けられるように県独自の支援金を支給
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